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パブリックコメントの実施結果について 

【１】交通バリアフリー全体構想改訂の経過                                  

平成２６年  ７月２４日 第１回バリアフリー検討委員会 

・・・バリアフリー化の現状や見直しの方向性 

 

１０月３０日  第２回バリアフリー検討委員会 

・・・重点整備地区の見直し(案)について 

 

【パブリックコメント】 

 

平成２７年 ２月１０日 第３回バリアフリー検討委員会・・・全体構想（案）について 

                    

          全体構想(改訂版)の策定 

 

平成２７年度から全体構想に基づき、新たに重点整備地区に位置付けた３地区について、駅の状

況や関係機関との協議状況等を勘案し、順次地区別の基本構想策定に着手する予定。 

    

【２】パブリックコメントの実施結果について               

●実施期間 

・平成２６年１２月５日(金)から平成２７年１月９日(金)まで 

 

●周知方法 

・市政だより、ホームページへの掲載 

・主な市公共施設、ＪＲ六地蔵・木幡・黄檗駅、近鉄大久保駅・伊勢田駅・小倉駅へ配架 

・障害者団体や宇治支援学校、商工関係団体へのパブリックコメント実施についての案内 

 

●提出された意見 

・提出者数：１０人 

・意 見 数：１９件 

 

●意見の概要と宇治市の考え方 

 ・資料２－２「宇治市交通バリアフリー全体構想改訂版(素案)に関する 

パブリックコメントの意見概要および市の考え方について」 

資料２－１ 
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【３】交通バリアフリー全体構想改訂版（案）について                                     

「宇治市交通バリアフリー全体構想改訂版（素案）」について、パブリックコメントや関係機関意見聴

取を実施した結果、以下の部分について変更を行い、交通バリアフリー全体構想改訂版（案）を作成しま

した。 

 

 
番

号 
意見の概要 変更内容 本編 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

１ 

小倉駅周辺地区について、今の全体構

想にはＪＲ小倉駅が地区に含まれてい

ないが、今回の見直しでは地区に含ま

れている。 

（資料２－２・意見No３） 

本編Ｐ４「全体構想改訂の背景と目的」

の本文中に「当時の国の基本方針に基

づき特定旅客施設である１２駅を対象

に市内を７地区に分類して～」と文章

を追加。 

本編Ｐ１０「（１）市内の旅客施設」

の本文中「～３,０００人以上の乗降が

あり、その内、特定旅客施設は１３駅

存在します。」を「～３,０００人以上

の乗降があります。」に修正。 

また、語句説明に特定旅客施設の詳細

を記述。 

Ｐ４ 

Ｐ１０ 

Ｐ２６ 

２ 

小倉駅周辺地区をなぜ「重点整備地区」

としなかったのか、「駅の利便性向上等

を検討する地区」とする理由がわかり

にくい。 

（資料２－２・意見No４～７） 

小倉駅周辺地区の本文中に、「バリアフ

リー新法の基準に基づいた駅構内の移

動円滑化が完了していること、地下通

路が駅構外にあることから、バリアフ

リー新法の枠組みでの対応は難しく、」

と文章を追加。 

Ｐ２１ 

３ 

近鉄小倉駅のバリアフリー化が終わっ

ているのかよくわからない。 

（資料２－２・意見No８） 

Ｐ１０の「（２）旅客施設のバリアフリ

ー化状況」に「１４駅のうち、バリア

フリー新法に基づいた円滑な移動経路

の確保ができていない駅は赤枠の４駅

です」と文章を追加。 

Ｐ１０ 

関
係
機
関 

４ 

Ｐ４の１０行目の本文は駅利用者５,

０００人以上の駅数でなく、国の基本

方針の３,０００人以上の駅数にした

方がわかりやすい。 

「～そのうち１日当たりの駅利用者が

５,０００人を超える駅は１２ありま

す。」を「全ての駅で１日当たりの駅

利用者が３,０００人を超えています」

に修正。 

Ｐ４ 

 


